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第１章  総則  

 

 （目的）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 独立 行 政 法人 通 則 法（ 平 成 １１ 年 法 律第 １ ０３

号。以下「通則法」という。）第２８条第１項の規定に基づき、独立行政法

人製品評価技術基盤機構法（平成１１年法律第２０４号。以下「機構法」と

いう。）第１１条に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機

構」という。）の業務について、その方法その他の基本的事項を定め、もっ

てその業務の適正な運営に資することを目的とする。  

 

 （用語）  

第 ２条  こ の業 務 方 法書 に お いて 使 用 する 用 語 は、 通 則 法及 び 機 構法 に おい

て使用する用語の例による。  

 

 （業務運営の基本方針）  

第３条  機構は、工業製品その他の物資（以下「工業製品等」という。）の品

質 の向 上 、 安 全性 の 確保 及 び 取 引の 円 滑化 の た め の技 術 的な 基 盤 の 整備 を

図 るこ と を 目 的と す る機 構 の 業 務の 公 共的 重 要 性 にか ん がみ 、 関 係 機関 と

の 密接 な 連 携 を図 り 、も っ て そ の業 務 の適 正 か つ 効率 的 な運 営 を 期 する も

のとする。  

 

第２章  業務の方法  

 第１節  工業製品その他の物資に関する技術上の評価  

 

（国際評価技術分野の評価技術の開発等）  

第４条  機構は、年度目標に基づき、国際評価技術分野における、先進的な技

術・知見等を活用した評価技術の開発、国際標準の提案、認証基盤の整備等

を行うものとする。  

２  前 項 の 国際 評 価 技術 分 野 の 開 発 等 は、 事 業 計画 に 従 い実 施 す るも の とす

る。  

 

 （産業有用微生物等の評価）  

第５条  機構は、年度目標に基づき、産業に有用な微生物等（以下「産業有用

微生物等」という。）に係るゲノムの解析、同定、安定性の評価その他の評

価（以下本条において「産業有用微生物等の評価」という。）を行うものと

する。  

２  前項の産業有用微生物等の評価は、事業計画に従い実施するものとする。 

 

 （標準物質の評価）  

第６条  機構は、計量法（平成４年法律第５１号）第１６８条の５の規定に基
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づ き、 同 条 第 ３号 に 掲げ る 特 定 標準 器 によ る 校 正 等（ 特 定標 準 器 等 又は 特

定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付けをいう。）を行

うものとする。  

２  前 項 の 特定 標 準 器の 校 正 等は 、 計 量法 及 び 同法 に 基 づく 命 令 の定 め ると

ころに従い実施するものとする。  

 

第７条  削除  

 

 （ガス事業法等に基づく適合性検査）  

第８条  機構は、次の各号に掲げる適合性検査を行うものとする。  

一  ガス事業 法（ 昭和２９年法 律第 ５１号） 第１ ５４ 条第２項の規 定に 基

づく適合性検査  

二  電気用品 安全 法（昭和３６ 年法 律第２３４号 ）第 ４２条の２第 ２項 の

規定に基づく適合性検査  

三  液化石油 ガス の保安の確保 及び 取引の適正化 に関 する法律（昭 和４ ２

年法律第１４９号。以下「液化石油ガス法」という。）第６２条 第２項の

規定に基づく適合性検査  

四  消費生活 用製 品安全法（昭 和４ ８年法律第３ １号 ）第２９ 条第 ２項 の

規定に基づく適合性検査  

２  前 項 の 適合 性 検 査は 、 同 項各 号 に 掲げ る 法 律及 び 当 該法 律 に 基づ く 命令

の定めるところにより、並びに事業計画に従い実施するものとする。  

 

 （消費生活用製品等の評価）  

第９条  機構は、年度目標に基づき、消費生活用製品、化学工業品 、電気工作

物等（それらの部品又は原材料を含む。）に関する安全性その他の品質性能

等に関する試験、分析、検査その他の評価を行うものとする。  

２  前項の試験、分析、検査その他の評価は、事業計画に従い実施するものと

する。  

 

 （依頼検査等）  

第１０条  機構は、依頼に応じ、工業製品等に関する試験、分析、検査その他

の 評価 （ 以 下本 条 に おい て 「 依頼 検 査 等」 と い う 。） を 行 うこ と が でき る 。 

２  前 項 の 依頼 検 査 等を 実 施 しよ う と する と き は、 実 費 を勘 案 し た手 数 料の

額その他の必要な事項に関する規程を定めるものとする。  

３  第 １ 項 の依 頼 検 査等 は 、 事業 計 画 及び 前 項 の規 程 に 従い 実 施 する も のと

する。  
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第２節  工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類

す る 事 業 を 行 う 者 の 技 術 的 能 力 そ の 他 の 当 該 事 業 の 適 切 な 実 施 に 必

要な能力に関する評価  

 

 （産 業 標 準化 法 に 基づ く 事 業者 の 登 録等 及 び 計量 法 に 基づ く 事 業者 の 認定

等）  

第 １１ 条  機構 は 、 次の 各 号 に掲 げ る 事業 者 の 登録 及 び 認定 等 に 関す る 業務

を行うものとする。  

一  産業標準 化法 （昭和２４年 法律 第１８５号） 第 ７ ３条に規定す る同 法

第５ ７条 第１ 項、 第５ ９条 第１ 項（ 第６ ６条 第２ 項に おい て準 用す る場

合を含 む 。）、第 ６ ０条第 ２項 及び 第 ６１条 （こ れら の 規定を 第６ ６条 第

２項に おい て準 用 する場 合を 含む 。）、第６ ３条 、第 ６ ４条第 １項 、第 ６

６条第１項、同条第３項、同項第３号（報告徴収に係るものに限る。）及

び同項第４号（検査に係るものに限る。）並びに第 ７１条（第６号及び第

７号に係るものに限る。）の試験事業者の登録等に関する業務  

二  計量法第 １６ ８条の５第１ 号及 び第２号に掲 げる 特定計量証明 事業 者

の認 定等 並び に同 条の ５第 ４号 から 第７ 号に 掲げ る校 正事 業者 の登 録等

に関する業務  

２  前 項 の 事業 者 の 登録 及 び 認定 等 に 関す る 業 務は 、 前 項各 号 に 掲げ る 法律

及 び当 該 法 律 に基 づ く命 令 の 定 める と ころ に よ り 、並 び に 事 業 計 画 に従 い

実施するものとする。  

 

 （ガス事業法等に基づく登録、認定等に係る調査）  

第１２条  機構は、次の各号に掲げる調査を行うものとする。  

一  ガス事業法 第１５０条第２項の規定に基づく調査  

二  電気用品安全法第２９条第２項の規定に基づく調査  

三  液化石油ガス法第５１条第２項の規定に基づく調査  

四  消費生活用製品安全法第１６条第２項の規定に基づく調査  

五  特定機器 に係 る 適合性評価 手続 の結果の外国 との 相互承認の実 施に 関

する法律（平成１３年法律第１１１号。以下「特定機器相互承認法」とい

う。）第３６条第１項の規定に基づく調査  

六  産業標準化法第３９条第２項の規定に基づく調査  

２  前 項 の 調査 は 、 同項 各 号 に掲 げ る 法律 及 び 当該 法 律 に基 づ く 命令 の 定め

るところにより、並びに事業計画に従い実施するものとする。  

 

 （その他の試験事業者等の評価）  

第 １３ 条  機構 は 、 第１ １ 条 及び 第 １ ２条 に 規 定す る 業 務の ほ か 、 年 度 目標

に基づき、情報関連機器、化学工業品その他の物資に係る試験、分析、検査

等の事業を行う者の技術的能力等に関する評価を行うものとする。  

２  前項の評価は、事業計画に従い実施するものとする。  
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３  第 １ 項 に規 定 す る評 価 の 業務 の う ち、 別 に 規程 で 定 める 評 価 の業 務 につ

いては、有償で実施することができる。  

４  機構は、前項の規程により有償で評価の業務を実施しようとするときは、

当該評価を受けようとする者と契約を締結するものとする。  

 

 第３節  工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、

整理及び提供  

 

 （生物遺伝情報）  

第 １４ 条  機構 は 、 年度 目 標 に基 づ き 、第 ５ 条 の規 定 に より 評 価 した 産 業有

用 微生 物 等 に 係る 情 報そ の 他 の 生物 化 学の 知 見 を 利用 し て製 造 さ れ る工 業

製 品等 に 有 用 な微 生 物等 の 生 物 遺伝 資 源に 関 す る 情報 （ その 担 体 で ある 生

物遺伝資源を含む。）の収集、評価、整理及び提供を行うものとする。  

２  前項の情報の収集、評価、整理及び提供は、事業計画に従い実施するもの

とする。  

第 １４ 条 の ２  機 構 は、 年 度 目標 並 び に特 許 法 施行 規 則 第２ ７ 条 の２ 及 び第

２７条の３の規定に基づき特許手続上の微生物に関する寄託の受付、評価、

整理及び提供を行うものとする。  

２  機 構 は 、前 項 の ほか 、 特 許手 続 上 の微 生 物 の寄 託 の 国際 的 承 認に 関 する

ブ ダペ ス ト 条 約に 基 づき 国 際 寄 託当 局 とし て 特 許 手続 上 の微 生 物 に 関す る

寄託の受付、評価、整理及び提供を行うものとする。  

３  前２項の寄託の受付、評価、整理及び提供は、特許手続上の微生物の寄託

の 国際 的 承 認 に関 す るブ ダ ペ ス ト条 約 並び に 特 許 法施 行 規則 第 ２ ７ 条の ２

及び第２７条の３の規定並びに事業計画に従い実施するものとする。  

 

 （化学物質情報）  

第１５条  機構は、年度目標に基づき、化学物質に関する有害性情報、環境へ

の 排出 情 報 そ の他 の 化学 物 質 の 安全 性 に関 す る 情 報の 収 集、 評 価 、 整理 及

び提供を行うものとする。  

２  前項の情報の収集、評価、整理及び提供は、事業計画に従い実施するもの

とする。  

 

第１６条  削除  

 

第１７条  削除  

 

 （製品事故情報）  

第 １８ 条  機構 は 、 年度 目 標 に基 づ き 、消 費 生 活用 製 品 等に 係 る 事故 及 びそ

の原因等に関する情報の収集、評価、整理及び提供を行うものとする。  

２  前項の情報の収集、評価、整理及び提供は、事業計画に従い実施するもの
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とする。  

３  機 構 は 、消 費 生 活用 製 品 安全 法 第 ３２ 条 の ２１ 第 ２ 項に 基 づ き、 特 定保

守 製品 等 の 経 年劣 化 に関 す る 技 術上 の 調査 及 び 同 法 第 ３ ６条 第 ４ 項 の規 定

に 基づ き 、 重 大製 品 事故 に 係 る 消費 生 活用 品 の 安 全性 に 関す る 技 術 上の 調

査を行うものとする。  

４  前 項 の 調査 は 、 消費 生 活 用製 品 安 全法 第 ３ ２条 の ２ １第 ２ 項 、同 法 第３

６ 条第 ４ 項 及 び同 法 に基 づ く 命 令の 定 める と こ ろ によ り 、並 び に 事 業計 画

に従い実施するものとする。  

  

（電気事故情報）  

第 １９ 条  機構 は 、 年度 目 標 に基 づ き 、電 気 工 作物 等 に 係る 事 故 及び そ の原

因等に関する情報の収集、評価、整理及び提供を行うものとする。  

２  前項の情報の収集、評価、整理及び提供は、事業計画に従い実施するもの

とする。  

 

 （有償による情報の提供）  

第２０条  機構は、第１４条から前条までの規定により提供する情報のうち、

有 償で 提 供 す るこ と が適 当 で あ ると 認 めて 別 に 規 程で 定 める 情 報 の 提供 に

ついては、手数料を徴収することができる。  

２  前 項 の 規程 に は 、実 費 を 勘案 し た 手数 料 の 額そ の 他 の必 要 な 事項 を 定め

るものとする。  

 

 第４節  第２章第１節に規定する業務に係る技術に関する調査及び研究  

 

 （工業製品等の評価の技術に関する調査及び研究）  

第 ２１ 条  機構 は 、 年度 目 標 に基 づ き 、第 ２ 章 第１ 節 に 規定 す る 業務 に 係る

技術に関する調査及び研究を行うものとする。  

２  前項の調査及び研究は、 事業計画に従い実施するものとする。  

 

 第５節  受託業務  

 

 （受託業務）  

第 ２２ 条  機構 は 、 第２ 章 第 １節 か ら 第４ 節 ま でに 規 定 する 業 務 のほ か 、機

構 法第 １ １ 条 第１ 項 に規 定 す る 業務 の 範囲 内 に お いて 、 業務 を 受 託 する こ

とができる。  

２  機 構 は 、前 項 の 規定 に よ り業 務 を 受託 し よ うと す る とき は 、 別に 定 める

規 程に 基 づ き 、機 構 に業 務 を 委 託し よ うと す る 者 と受 託 契約 を 締 結 する も

のとする。  

 

 第６節  立入検査等  
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 （立入検査等）  

第２３条  機構は、次の各号に掲げる立入検査等を行うものとする。  

一  産業標準 化法 第 ３５条第１ 項 か ら第３項まで の規 定による立入 検査 及

び第５４ 条第１ 項 の規定に よる立 入 検査 （同 法第３ ３ 条第１項 又は第３

７条第６項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。）並びに第５

６条第１ 項第８ 号 の規定に よる検 査 （同法第 ３３条 第 １項又は 第３７条

第６項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。）  

二  ガス事業 法 第 １５６条 第１ 項第 ８号の規定に よる 検査並びに 第 １７ ２

条第１項及び第３項の規定による立入検査  

三  電気用品 安全 法第４２条の ４第 １項第８号の 規定 による検査又 は質 問

並びに第４６条第１項及び第２項の規定による立入検査又は質問  

四  家庭用品 品質 表示法（昭和 ３７ 年法律第１０ ４号 ）第１９条第 １項 の

規定による立入検査  

四の二  電気 事業 法（昭和 ３９ 年法 律第 １７０号 ）第 １０７条第４ 項及 び

第５項の規定による立入検査  

五  液化石油 ガス 法第６４条第 １項 第８号の規定 によ る検査又は質 問並 び

に第８３条第１項及び第５項の規定による立入検査又は質問  

六  消費生活 用製 品安全法第３ １条 第１項第８号 の規 定による検査 及び 第

４１条第１項から第３項までの規定による立入検査  

六の二  化学 物質 の審査及び製 造等 の規制に関す る法 律（昭和４８ 年法 律

第１１７ 号）第 ４ ４条第１ 項から 第 ３項まで の規定 に よる立入 検査、質

問又は収去  

七  計量法第 １４ ８条第１項及 び第 ２項の規定に よる 立入検査（同 法第 １

４４条第１項に規定する登録事業者に対するものを除く。）  

八  化学兵器 の禁 止及び特定物 質の 規制等に関す る法 律（平成７年 法律 第

６５号） 第３０ 条 第５項の 規定に よ る立会い 及び第 ３ ３条第１ 項の規定

による立入検査、質問又は収去  

九  特定機器 相互 承認法第３７ 条第 １項及び第２ 項の 規定による立 入検 査

又は質問  

十  遺伝子組 換え 生物等の使用 等の 規制による生 物の 多様性の確保 に関 す

る法律（平成１５年法律第９７号）第３２条第１項の規定による立入り、

質問、検査及び収去  

２  前 項 の 立入 検 査 等は 、 同 項各 号 に 掲げ る 法 律及 び 当 該法 律 に 基づ く 命令

の定めるところにより、並びに事業計画に従い実施するものとする。  

 

第３章  業務委託の基準  

 

 （委託の基準）  

第 ２４ 条  機構 は 、 その 実 施 しよ う と する 業 務 につ い て 、そ の 一 部を 他 に委
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託 する こ と が 効率 的 であ る と 認 める と きは 、 当 該 業務 の 一部 を 他 の 者に 委

託することができる。  

２  機 構 は 、前 項 の 規定 に よ り業 務 の 一部 を 委 託し よ う とす る と きは 、 委託

を予定する者（以下本条において「委託予定者」という。）と委託契約を締

結するものとする。  

３  委 託 予 定者 の 選 定は 、 公 平性 及 び 透明 性 を 確保 す る 観点 か ら 原則 と して

一 般競 争 入 札 によ る もの と す る 。た だ し、 特 許 の 有無 そ の他 の 事 由 によ り

委 託し よ う と する 業 務を 適 切 に 実施 で きる 者 が 特 定さ れ ると 認 め ら れる 場

合はこの限りでない。  

 

第４章  競争入札その他契約に関する基本的事項  

 

 （契約の原則）  

第 ２５ 条  機構 は 、 その 公 共 性及 び 中 立性 に か んが み 、 物品 又 は 役務 の 調達

契 約を 締 結 す るに 当 たっ て は 原 則と し て一 般 競 争 入札 に よる ほ か 、 公正 性

及び透明性の確保を図らなければならない。  

２  物品又は役務の調達手続その他詳細については、別に会計規程で定める。 

３  前項の会計規程はＷＴＯ政府調達協定との整合を図るものとする。  

 

 （共同研究等）  

第 ２６ 条  機構 は 、 その 実 施 しよ う と する 業 務 につ い て 、他 と 共 同で 実 施す

る こと が 効 率 的で あ ると 認 め る とき は 、当 該 業 務 を他 と 共同 で 実 施 する こ

とができる。  

２  機 構 は 、前 項 の 規定 に よ り他 と 共 同で 業 務 を実 施 し よう と す ると き は、

別 に定 め る 規 程に 基 づき 、 当 該 業務 の 共同 実 施 を 予定 す る者 （ 以 下 本条 に

おいて「共同研究等予定者」という。）と共同研究契約を締結するものとす

る。  

３  共 同 研 究等 予 定 者の 選 定 は、 公 平 性及 び 透 明性 を 確 保す る 観 点か ら 原則

と して 公 募 方 式に よ るも の と す る。 た だし 、 特 許 の有 無 その 他 の 事 由に よ

り 共同 で 実 施 しよ う とす る 業 務 を適 切 に実 施 で き る者 が 特定 さ れ る と認 め

られる場合はこの限りでない。  

 

 第５章  業務の適正を確保するための体制  

 

 （内部統制に関する基本方針）  

第２７条  機構は、役員（監事を除く。）の職務の執行が独立行政法人通則

法、独立行政法人製品評価技術基盤機構法又は他の法令に適合することを

確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体

制（以下「内部統制システム」という。） を整備するとともに、継続的に

その見直しを図るものとする。  
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 （法人運営に関する基本的事項）  

第２８条  機構は、法人の 運営基本理念 及び運営方針 を策定するものとす

る。  

２  機構は、役員及び職員（以下「役職員」という。）の 倫理指針及び 行動

指針を定めるものとする。   

 

 （理事会の設置及び役員の分掌に関する事項）  

第２９条  機構は、理事会の設置及び役員の分掌に関する規程等を整備する

ものとする。同規程等には、次の各号に掲げる事項を定めなければならな

い。  

一  理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化  

二  理事長の意思決定を補佐する理事会の設置  

三  役員の事務分掌明示による責任の明確化  

四  運営会議及び全国支所長会議の開催  

 

 （事業計画の策定及び評価に関する事項）  

第３０条  機構は、事業計画の策定及び評価に関する規程等を整備するもの

とする。同規程等には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。  

一  事業計画の策定過程の整備（現場が関与する計画策定）  

二  事業計画の進捗管理体制の整備  

三  事業計画に基づき実施する業務の評価体制の整備  

四  事業計画の進捗状況のモニタリング  

五  部門の業務手順の作成（標準業務手順・マニュアルの整備）  

六  評価活動の適切な運営に関す る事項  

イ  業務手順に沿った運営の確保  

ロ  業務手順に沿わない業務執行の把握  

ハ  恣意的とならない業務実績評価  

七  上記モニタリング及び自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成  

 

 （内部統制の推進に関する事項）  

第３１条  機構は、内部統制の推進に関する規程等を整備するものとする。

同規程等には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。  

一  役員を構成員 に含む内部統制委員会の設置  

二  内部統制を担当する役員の決定  

三  本部組織における内部統制推進部署の指定及び推進責任者の指定  

四  支所における内部統制推進責任者の指定  

五  内部統制を担当する役員、内部統制推進部 署及び推進責任者間におけ

る報告会の実施  

六  内部統制を担当する役員から内部統制委員会への報告及び改善策の検



 10 

討  

七  内部統制を担当する役員と職員との面談の実施  

八  内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用  

九  内部統制推進部署におけるモニタリング体制の運用  

十  研修の実施  

十一  内部統制 上の違反事実等発生時における対応方針等  

十二  反社会的勢力への対応方針等  

 

 （リスク評価と対応に関する事項）   

第３２条  機構は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、

分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とする規程等を整備す

るものとする。同規程等には、次の各号に掲げる事項を定めなければなら

ない。  

一  リスク管理委員会の設置  

二  業務ごとの業務フロー の認識及び明確化  

三  業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分

析  

四  把握したリスクに関する評価  

五  リスク顕在時における対応方針、広報方針・体制  

六  保有施設の点検及び必要な補修等  

七  事故・災害等の緊急時に関する事項  

イ  事業継続計画（ＢＣＰ）の策定及び計画に基づく訓練等の実施  

ロ  事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定  

ハ  事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施   

 

 （情報システムの整備と利用に関する事項）   

第３３条  機構は、情報システムの整備 及び利用に関する規程等を整備する

ものとする。同規程等には、次の各号に掲げる 事項を定めなければならな

い。なお、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものと

する。  

一  情報システムの整備に関する事項  

イ  業務執行に係る意思決定プロセス、経費支出の承認プロセスに係る

チェックシステムの構築  

ロ  理事長の指示、法人のミッションが確実に役職員に伝達される仕組

み（法人掲示板システム等）  

ハ  職員から役員に必要な情報（特に、危機管理、内部統制に関する情

報）が伝達される仕組み  

二  情報システムの利用に関する事項  

イ  業務システムを活用した効率的な業務運営（情報化の推進）  

ロ  情報を利用 可能な形式に整えて活用できる 事項  
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(1) 法人が保有するデータの所在情報の明示  

(2) データへのアクセス権の設定  

 

 （情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する事項）   

第３４条  機構は、情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程

等を整備するものとする。同規程等には、次の各号に掲げる事項を定めな

ければならない。  

一  情報セキュリティの確保に関する事項  

イ  情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リ

テラシーの向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロ

ールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段

の確保  

ロ  情報漏えいの防止（特に、システム管理を外部に委託している場合

における情報漏えいの防止）  

二  個人情報保護に関する事項  

イ  個人情報保護に係る点検活動の実施  

ロ  「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に

関する指針」の遵守  

 

 （監事及び監事監査に関する事項）   

第３５条  機構は、監事及び監事監査に関する規程等を整備するものとす

る。同規程等には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。  

一  監事に関する事項  

イ  監事監査規程の整備に対する監事の関与  

ロ  理事長と常時意思疎通を確保する体制  

ハ  補助者の独立性に関すること（監事の指揮命令権、監事監査業務に

係る人事評価・懲戒処分等に対する監事の関与）  

二  監査結果の業務への適切な反映  

ホ  法人組織規程における権限の明確化  

へ  監事・会計監査人と理事長との会合の定期的な実施  

二  監事監査に関する事項  

イ  監事監査規程に基づく監査への協力  

ロ  補助者への協力  

ハ  監査結果に対する改善状況の報告  

ニ  監査報告の主務大臣及び理事長への報告  

三  監事によるモニタリングに必要な事項  

イ  監事の理事会等重要な会議への出席  

ロ  業務執行の意思決定に係る文書を監事が閲覧・調査できる仕組み  

ハ  機構の財産の状況を調査できる仕組み  

ニ  監事と会計監査人との連携  
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ホ  監事と内部監査担当部門との連携  

へ  役職員の不正、違法、著しい不当事実の監事への報告義務  

ト  監事から文書提出や説明を求められた場合の役職員の応答義務   

 

 （内部監査に関する事項）   

第３６条  機構は、内部監査を担当する室を設置し、内部監査を実施すると

ともに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものと

する。  

 

 （内部通報・外部通報に関する事項）   

第３７条  機構は、内部通報及び外部通報に関する規程等を整備するものと

する。同規程等には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。  

一  内部通報窓口及び外部通報窓口の設置  

二  内部通報者及び外部通報者の保護  

三  内部通報及び外部通報が、内部統制を担当する理事や監事に確実にか

つ内密に報告される仕組みの整備  

 

 （入札・契約に関する事項）   

第３８条  機構は、入札及び契約に関する規程等を整備するものとする。同

規程等には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。  

一  監事及び外部有識者（学識経験者を含む。）からなる契約監視委員会

の設置  

二  入札不調等により事業計画の達成が困難となる場合の対応方針  

三  談合情報がある場合の緊急対応  

四  契約事務の適切な実施、相互けん制の確立  

五  随意契約とすることが必要な場合の明確化  

 

 （予算の適正な配分に関する事項）   

第３９条  機構は、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施され

ることを確保するための体制整備（予算配分の見直し等に関する適正なル

ールの策定等）及び評価結果を法人内部の予算配分等に活用する仕組みの

構築を行うものとする。  

 

（情報の適切な管理及び公開に関する事項）   

第４０条  機構は、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程を整備

し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するととも

に、財務情報を含む法人情報 のＷｅｂ等での公開に関する規程を整備する

ものとする。   

 

 （職員の人事・懲戒に関する事項）   
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第４１条  機構は、職員（非常勤職員等を含む 。）の人事管理方針に関する

規程等を整備するものとする。同規程等には、次の各号に掲げる事項を定

めなければならない。  

一  業務の適正を確保するための定期的な人事ローテーション  

二  職員の懲戒基準  

三  長期在籍者の存在把握  

 

 （調査研究業務に関する事項）  

第 ４２ 条  機構 は 、 調査 研 究 業務 に お ける 不 正 防止 に 関 する 規 程 等を 整 備す

るものとする。同規程等には、以下の事項を定めなければならない。  

一  調査研究費の適正経理  

二  調査研究結果の報告、公表における手続の明確化  

三  データねつ造等調査研究不正の防止  

四  調査研究内容の漏えい防止（知財保護）  

 

第６章  雑則  

 

 （役員等の責任の一部免除又は限定）   

第４３条  機構は、役員及び会計監査人の独立行政法人通則法第２５条の２

第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、主務

大臣の承認によって、賠償責任額から総務大臣が定める額を控除して得た

額を限度として、免除することができる。  

 

 

 （情報の公開）  

第４４条  機構は、業務の運営に関し、当該業務の目標や実績等について、

年次報告書その他により公開するものとする。  

 

 （実施に関する事項）  

第４５条  この業務方法書に定めるもののほか、機構の業務の実施に関し必

要な事項については、別に定める。  

 

附  則  

この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日から実施し、平成１３年

４月１日から適用する。  

附  則  

この業務方法書は、平成１４年３月２９日から施行し、平成１４年４月１日

か ら適 用 す る。 た だ し、 第 １ ２条 第 １ 項第 ５ 号 及び 第 ２ ３条 第 １ 項第 ９ 号の

規定については、平成１４年３月２９日から適用する。  

附  則  
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この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行し、平成１４年

１１月３０日から適用する。  

附  則  

（施行期日）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 経済 産 業 大臣 の 認 可を 受 け た日 か ら 施行 し 、平

成１６年４月１日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行し、適用する。  

一  第１２条 の規 定  「公益法 人に 係る改革を推 進す るための経済 産業 省

関係法律の整備に関する法律」の関係条文の施行の日  

二  第１４条 の２ 第１項の規定  特 許法施行規則 第２ ７条の２の規 定に 基

づく微生 物の保 管 を委託す べき機 関 として、 特許庁 長 官の指定 による施

行の日  

三  第１４条 の２ 第２項の規定  特 許手続上の微 生物 の寄託に関す るブ ダ

ペスト条 約の 第７ 条 (1)(b)に基づき 、国際寄 託当 局と しての地 位を 取得

した日  

附  則  

（施行期日）  

この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行し、平成１６年

１０月１日から適用する。  

附  則  

（施行期日）  

この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行し、平成１７年

４月１日から適用する。  

附  則  

（施行期日）  

この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行し、平成１７年

７ 月１ 日 か ら適 用 す る。 た だ し、 第 １ １条 第 １ 項第 １ 号 及び 第 ２ ３条 第 １項

第 １号 の 改 正並 び に 同項 第 １ １号 の 追 加は 、 平 成１ ７ 年 １０ 月 １ 日か ら 施行

し、適用する。  

附  則  

（施行期日）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 経済 産 業 大臣 の 認 可を 受 け た日 か ら 施行 し 、平

成１９年４月１日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行 し、適用する。  

一  第８条第 １項 第４号及び第 ２３ 条第１項 第６ 号の 規定の変更、 並び に

第 １８ 条 第 ３ 項及 び 第４ 項 の 規 定の 追 加 「 消 費 生 活用 製 品安 全 法 の 一部

を改正する法律（平成１８年１２月６日法律第１０４号）」の関係条文の

施行の日  

二  第２４条 第３ 項の規定の変 更  平成１９年９ 月１ 日とし、それ まで の

間においては、「一般競争入札による」としているところについては、従
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前のとおり「公募方式による」ものとする。  

附  則  

（施行期日）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 経済 産 業 大臣 の 認 可を 受 け た日 か ら 施行 し 、平

成２０年４月１日から適用する。ただし、第１８条第３項及び第４項の規定

の変更は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律（平成１９年１１月

２１日法律第１１７号）の関係条文の施行の日から施行し、適用する。  

附  則  

（施行期日）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 経済 産 業 大臣 の 認 可を 受 け た日 か ら 施行 す る。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一  第１８条 第３ 項及び第４項 並び に 第２３条第 １項 第６号 の規定 は、 消

費者庁及び 消費者 委員会設置 法の施 行に伴う関 係法律 の整備に関 する 法

律（平成２１年６月５日法律第４９ 号）の関係条文の施行の日  

二  第２３条 第１ 項第６の２号 は、 化学物質の審 査及 び製造等の規 制に 関

する法律の 一部を 改正する法 律（平 成２１年 ５ 月２０ 日法律第３ ９号 ）

の関係条文の施行の日  

附  則  

（施行期日）  

こ の業 務 方 法 書は 、 経済 産 業 大 臣の 認 可を 受 け た 日か ら 施行 し 、 平 成２ ５

年４月１日から適用する。  

附  則  

（施行期日）  

この業務方法書は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行し、平成２ ７年

４月１日から適用する。  

附  則  

（施行期日）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 経済 産 業 大臣 の 認 可を 受 け た日 か ら 施行 し 、平

成２９年４月１日から適用する。  

附  則  

（施行期日）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 経済 産 業 大臣 の 認 可を 受 け た日 か ら 施行 し 、平

成３１年４月１日から適用する。ただし、第１１条第１項第１号、第１２条

第 １ 項 第 ６ 号 項 及 び 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 は 、 不 正 競 争 防 止 法 等 の

一部を改正する法律（平成三十年法律第三十三号）の関係条文の施行の日か

ら施行し、適用する。  

附  則  

（施行期日）  

第 １条  こ の業 務 方 法書 は 、 経済 産 業 大臣 の 認 可を 受 け た日 か ら 施行 し 、 令

和３年４月１日から適用する。  


